
入札公告 

（事前審査方式）（入札説明書を兼ねる） 

 

 令和８～１０年度群馬県庁等機械設備保全業務委託に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令 

(昭和 22 年政令第 16 号｡以下｢自治令｣という｡)第 167 条の６第１項の規定により公告します。  

 本件は､自治令第 167 条の５の２第１項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下 

｢入札参加資格｣という｡)を定めるとともに、入札参加資格の審査を開札前に行うものです。 

 

令和８年１月２６日 

 群馬県                 

 契約担当者 群馬県知事  山本 一太  

記 

 

１ 担当部局 

  〒３７１－８５７０ 

 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 群馬県総務部財産有効活用課 県庁舎保全係  電話０２７－２２６－２１２６ 

 

２ 業務委託内容等 

 (1) 業 務 名  令和８～１０年度群馬県庁等機械設備保全業務委託 

 (2) 業務場所  群馬県前橋市大手町一丁目 地内 

 (3) 業務内容  別添仕様書等のとおり 

 (4) 委託期間  契約締結日から令和１１年３月３１日まで 

                  ※本格業務開始は令和８年４月１日からとなるが、業務開始時に確実な業務を行          

えるよう、令和元年度本業務受託者からの引継を受ける期間を設けている。 

          なお、引継業務は前任者の業務完了日（令和８年３月３１日）までに完了させ          

るものとする。 

 

３ 入札参加資格 

    この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。  

(1)  地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で

復権を得ない者でないこと。 

(2)  群馬県財務規則第１７０条第２項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること｡ 

(3)  物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であるこ

と。 

なお､２及び３において､営業の譲渡を受けた者は､営業を譲渡した者が入札参加制限及び指名停止措

置等を受けていたときは､それらの措置を引き継ぐ。 

(4) 規則第１７０条の２第３項の規定により作成された令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に登載された者であること。 

(5)  会社更生法又は民事再生法に基づき手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開

始後、入札に参加する資格に支障がないと認められ資格者名簿に登載された者は除く。 

(6)  資格者名簿において、「役務等の提供」の資格を有し、主たる営業品目として「空調・衛生設備」の

保守管理について登録があること。 

(7)  資格者名簿において、従業員数が１００人以上で格付等級がＡ等級の者であること。 

(8)  群馬県内に本社、支店又は営業所が登録されていること。 

(9)  群馬県の令和６・７年度建設工事入札参加資格者名簿における管工事の総合数値が８５０点以上で

ある者。 

(10) 以下の経験・資格を有する業務責任者及び副業務責任者を配置できる者であること。 

ア 業務責任者 

設備管理に関する実務経験を１０年以上有する者であり、技術士（上下水道、衛生工学、機械（流体

工学、熱工学）、総合技術監理（上下水道、衛生工学、機械－流体工学、機械－熱工学）のいずれか） 

もしくは一級管工事施工管理技士の資格を有し、入札日前３ヶ月以上継続して雇用されている者で 

あること。 

イ 副業務責任者 



 機械設備点検保守の実務経験を５年以上有していること。 

ウ 業務責任者または副業務責任者は、延べ床面積３０,０００㎡以上の施設における機械設備保全業

務の経験を有していること。 
４ 入札参加資格確認申請書(以下｢申請書｣という｡)及び入札参加資格確認資料(以下｢資料｣という｡) 

(1) 申請書及び資料は、令和８年１月２７日(水)から令和８年２月９日(月)１０時００分 までに郵送または

持込みにより提出すること。 

(2) 提出書類 

ア 入札参加資格確認申請書(別記様式１－２) 

イ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し 

ウ 配置予定責任者の資格・実務経験 

(ア) ３ 入札参加資格 (10) ア に示す実務経験証明書、関係資格証の写し、及び入札日前３ヶ月以上継続

雇用証明書 

(イ) 同項 イ に示す実務経験証明書 

(ウ) 同項 ウ に示す実務経験証明書 

 (3) 配置予定責任者 

  ア 配置予定者を正副各一名に特定できないときは、予定される複数名分の資格・実務経験にて申請するこ

とができる。 

(4) 入札参加資格は申請書及び資料の提出期限日に確認するとともに、その結果を令和８年２月１０日(火)ま

でに郵送等により通知する。 

(5) 入札参加資格があると認められた者が資格の確認を行った日の翌日から開札の日までに指名停止を受け

たときは、入札参加資格を取り消すとともにその旨を通知する。 

(6) 申請書及び資料は、提出期限日以降の差し替え及び再提出は認めない。 

(7) 入札参加資格の審査において疑義が生じたときは､申請書及び資料の再提出を求めることがある。 

(8) 申請書及び資料は返却しない。 

 

５ 入札参加資格がないと認めた理由 

 （1）入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に

従い、書面（別記様式５）により説明を求めることができる。 

ア 提出期間 通知を行った日の翌日から起算して５日（群馬県の休日を定める条例第 1 条に規定する県の

機関の休日を含まない。）以内 

     午前９時から午後４時まで 

     ただし、土曜日、日曜日、祝祭日及び正午から午後 1時までの時間を除く。 

  イ 提出場所 群馬県総務部財産有効活用課県庁舎保全係 

  (2) 説明を求められたときは、申し立て受付最終日の翌日から起算して５日（群馬県の休日を定める条例第 1

条に規定する県の機関の休日を含まない。）以内に説明を求めた者に対して書面（別記様式６）により回答

する。 

 

６ 別添仕様書及び設計図書等に対する質問 

 (1) 別添仕様書及び設計図書等に対する質問がある場合には、簡易な内容を除き書面（様式は自由） 

  により提出すること。 

  ア 提出期間   令和８年２月１０日（火）から令和８年２月１７日（火）までの毎日（土曜日、日曜

日及び祝日を除く。）８時３０分から１７時１５分まで（１２時から１３時までの時間

を除く。） 

  イ 提出場所 〒３７１－８５７０ 

          群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

          群馬県 総務部 財産有効活用課 県庁舎保全係 

          TEL：０２７－２２６－２１２６ 

 (2)(1)の質問に対する書面の回答は、閲覧に供する。 

  ア 閲覧期間   令和８年２月１８日（水）１３時から令和８年２月２６日（木）までの毎日（土曜

日、日曜日及び祝日を除く。）８時３０分から１７時１５分まで 

  イ 閲覧場所  〒３７１－８５７０ 

          群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

          群馬県庁１１階南側掲示板 

 

７ 現場説明会 実施しない。 

 



８ 入札書提出の日時及び場所 

 (1) 入札日時  令和８年２月２６日（木） １０時００分入札 即時開札 

 (2) 入札場所  群馬県庁舎１１階 １１１会議室 

 

９ 入札方法等 

 (1) 入札（見積）に際しては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、群馬県財務規則

及び群馬県競争入札心得の規定を守ること。 

 (2) 入札（見積）に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

等の規定に抵触する行為をしないこと。 

 (3) 落札決定に当たっては、入札（見積）書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格

とするので、入札（見積）者は、消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札（見積）書に記載すること。 

 (4) 提出した入札（見積）書の引き換え又は変更は認めない。 

 (5) 開札の結果落札者がないときは、再度の入札を付することがある。 

 (6) 再度の入札で落札者がいないときは、その入札における価格の下位の入札者に見積書の提出を求 

  め、随意契約に移行する場合がある。 

 

１０ 入札保証金 免除 

 

１１ 契約保証金 

   ・群馬県財務規則第１９９条の規定に該当する場合 免除 

 

１２ 入札の無効 

 (1)次の各号の一に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。 

  ア 入札参加資格のない者 

  イ 同一事項に対して二以上の入札をした者 

  ウ 入札に際し不正の行為のあった者 

  エ 入札書に必要な事項を記載しなかった者 

  オ その他入札に関する条件に違反した者 

 (2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 

 

１３ 落札者の決定方法 

 (1) 本入札には最低制限価格が設定されており、入札価格が最低制限価格を下回る場合には失格とする。 

 

 (2) 開札後、群馬県財務規則第１６９条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格

以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低入札価格で入札した者を落札者とする。なお、落札

者となるべき同価の入札をした者が２名以上あるときは、くじにより、落札者を決定する。 

 

１４ 契約書の作成の要否  要 

 

１５ 支払条件 

 

 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

 

令和１０年度 

 

前払金及び 

中間前払金 

 

なし 

 

 

なし 

 

 

なし 

 

 

部 分 払 

 

 

１２回 

 

 

１２回 

 

 

１２回 

 

    注：部分払は、月毎に業務実績報告書を提出し、検査合格をもって契約書に記載された月毎の 

      委託料を請求することができる。 

 

１６ 審査請求 

 (1) 入札参加資格の申請を行った者のうち、契約担当者から入札参加資格がないと認められた者は、群馬県知

事に対して審査請求を行うことができる。 



 (2) 審査請求先は、群馬県総務部財産有効活用課県庁舎保全係とする。 

 

１７ その他 

 (1) 入札参加者は、群馬県競争入札心得を熟読し、これを遵守すること。 

 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合は、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領及び群馬

県建設工事請負業者等指名停止措置要綱に準じて指名停止を行うことがある。 

 (3) 入札参加者は、入札参加に際して別添仕様書及び設計図書等をよく確認すること。 

 (4) 落札決定後、業務責任者等を適正に配置しない場合もしくは出来ない場合は、契約を締結しないことがあ

る。 

 (5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 


